
 
平成 17 年 9 月 12 日 

各  位 
 

会 社 名  株式会社  音  通 
代 表 者 名  代表取締役社長 岡村 邦彦 
   （コード：７６４７ 大証第二部） 
所 在 地  大阪府高槻市栄町１－２３－１ 
問合わせ先  代表取締役副社長 仲川  進 

（ＴＥＬ ０７２－６９６－９１００） 

 
 
 

株式交換契約書の締結に関するお知らせ 
 
 

 
当社は、富士音工株式会社と簡易株式交換による株式交換契約書の締結をいたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．株式交換の目的 
    当社は、カラオケ機器事業において、その経営基盤を強化し、更に発展させる

ことを目的として、富士音工株式会社を株式交換により当社の完全子会社とする

ことに合意し、本日、株式交換契約を締結いたしました。 

 
２．株式交換の日程 
   平成１７年 ９月１２日   株式交換契約書承認取締役会 
   平成１７年 ９月１２日   株式交換契約書締結 
   平成１７年 ９月２８日   株式交換契約書承認株主総会（富士音工株式会社） 
   平成１７年１１月２４日   株式交換の日 
（注）本株式交換は、商法第 358条第 1項に基づき、当社においては株主総会の承認を得ること

なく行うものであります。（簡易株式交換） 
 
３．株式交換比率 

 株式会社音通 
（完全親会社） 

富士音工株式会社 
（完全子会社） 

株式交換比率 １ ６０６．３３７５ 
 
（１）株式交換の割当比率 

  富士音工株式会社の普通株式１株に対して、当社の普通株式６０６．３３７５株を移
転いたします。 

 



（２）株式交換比率の算定根拠 
当社は、第三者機関であるｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社に対して、当社が検

討すべき参考資料として、株式交換比率の算定を依頼しました。その算定結果を参考

に当事会社間で上記のとおり合意いたしました。 
 
（３）第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社は、当社に関しては市場株価法を、未上場であ

る富士音工株式会社に関しては類似会社比準法及び収益還元法を総合的に勘案し、当

社及び富士音工株式会社の株式交換比率を算定いたしました。 
 

（４）株式交換により移転する株式数 
普通株式（自己株式）     ９７，０１４株 
（株式交換により増加する資本金はありません） 
 

  （５）株式交換交付金 
     株式交換交付金の支払いはありません。 
 
４．株式交換の当事会社の概要 
  （１）商号：富士音工 株式会社 
  （２）代表者：代表取締役 稲谷 眞一 
  （３）所在地：大阪府大阪市西淀川区野里１－２１－１０ 
  （４）会社設立：昭和６３年 ４月８日 
  （５）事業内容：カラオケ機器の売買及びリース業 
  （６）決算期：１月 
  （７）従業員数：１名（社員１名：平成１７年５月現在） 
  （８）事業所：大阪府大阪市 
  （９）資本金：1000万円 
  （10）発行済株式総数：160株 
  （11）最近事業年度における業績の動向 
                                    （単位：千円） 

 平成 15年 1月期 平成 16年 1月期 平成 17年 1月期 
売上高 44,719 39,975 35,667
営業利益 1,198 1,442 841
経常利益 520 1,298 596
当期利益 450 1,228 526

     
５．取得株式数および取得前後の所有株式数の状況 
  （１）異動前の所有株式数   ０株（0.0％） 
  （２）取得株式数   １６０株 
  （３）異動後の所有株式数 １６０株（100.0％） 
 



 
６．取得先の概要 
   氏名 稲谷 眞一（富士音工株式会社 代表取締役） 
     
７．今期業績に与える影響 
   当社の当期業績に与える影響は軽微であります。 
 
８．今後の見通し 
   同社の子会社化による連結業績については、合理的に想定できた段階で、速やかに発表い

たします。 

   
以上 


